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一般社団法人高知県建設業協会会長 様

高知県土木部土木政策課長

（公 印 省 略）

「パートナーシップ構築宣言」の事業者への周知について（依頼）

日頃から本県の土木行政につきまして、格別のご協力を賜り、誠にありがとうござ

います。

さて、現下のエネルギーや原材料価格の高騰が続く中で、事業者が持続的な賃上げ

を実現していくためには、生産性の向上とともに、サプライチェーン全体での適切な

価格転嫁が不可欠です。

こうした課題に対応していくため、関係閣僚（内閣府、経済産業省、厚生労働省、

農林水産省、国土交通省及び内閣官房副長官）と日本経済団体連合会会長、日本商工

会議所会頭、日本労働組合総連合会会長をメンバーとする「未来を拓くパートナーシ

ップ構築推進会議」（令和２年５月）で、「パートナーシップ構築宣言」の仕組みが創

設されました。

「同宣言」は、事業者の皆さまに、取引先との共存共栄や、「取引条件のしわ寄せ」

防止などに取り組むことを「発注者」の立場で宣言いただくもので、現在、全国で２

万社を超える事業者が宣言するなど、取組の輪が急速に広がっています。

この宣言は、（公財）全国中小企業振興機関協会が運営するポータルサイトを通じ

て容易に行うことができ（宣言のひな形も用意されています。）、宣言した事業者は、

名刺などで専用の「ロゴマーク」を使用して取組をＰＲできるほか、「事業再構築補助

金」など国の補助金の審査で加点を受けることができます。

貴団体におかれましては、この取組の主旨をご理解いただきますとともに、会員に

対して、添付のチラシを活用いただくなどの方法で、本宣言制度の周知と宣言の呼び

かけにご協力くだいさますようお願い申し上げます。

（パートナーシップ構築宣言ポータルサイト）https://www.biz-partnership.jp

【問い合わせ】

高知県土木部土木政策課

建設業振興担当

TEL：088－823－9815



パートナーシップ構築宣言を
作成・公表しませんか

　企業規模の大小・業種に関わらず、企業が「発注者」の立場で、取引先との共
存共栄の関係構築に取り組むことを宣言する国の制度です。（「発注者」としての取
引行為の範囲は広く、社内の清掃委託や設備管理委託なども対象になります。）

パートナーシップ構築宣言とは

　宣言は、企業が「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」で、次の事項に重
点的に取り組む旨の宣言文を掲載・公表して行います。 
（１）サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携（オープンイノベー
　　　 ション、IT実装、グリーン化等） 

（２）親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行（下請中小企業振興法に基づく「振興基
      準」）の遵守、特に取引適正化の下記の重点５分野） 
　　　　① 価格決定方法、② 型管理の適正化※、③ 現金払の原則の徹底、
       ④ 知財・ノウハウの保護、⑤ 働き方改革に伴うしわ寄せ防止 
         ※部品製造に必要な金型の管理コストが、不適切な形で下請企業に押し付けられることを是正するもの

（型取引を行っていない事業者は宣言不要） 

パートナーシップ構築宣言ポータルサイト：https://www.biz-partnership.jp

 宣言のポータルサイトでの登録方法 
　・ポータルサイトからひな型をダウンロードして
　　宣言文（ひな型が用意されています）を作成し、
　　完成した宣言文をＰＤＦ形式で　　ポータルサイト
　　上にアップロードし、必須項目を入力して登録。
　・登録後、３日程度でポータルサイト上に宣言文
　　が公表されます。

どのように宣言する?

（１）宣言企業はロゴマークを使用でき、名刺などに掲載して取組をＰＲできます。
（２）国の補助金における採択審査で加点措置が受けられます。 
　　　「ものづくり等補助金」、「事業再構築補助金」、「省エネ補助金」など 。
　　　※加点される補助制度はポータルサイトで公表されており、順次追加される予定です。

宣言のメリットは？

問い合わせ先

「宣言」の内容について　
未来を拓くパートナーシップ構築推進
会議事務局
〇内閣府政策統括官付
　　参事官（産業・雇用担当）付
　　03-6257-1540
〇中小企業庁企画課
　　03-3501-1765

　「宣言」の提出・掲載について
　〇（公財）全国中小企業振興機関協会
　　03-5541-6688
   提出先URL:https://www.biz-partnership.jp

本チラシについて
高知県商工労働部商工政策課

簡単！


